
�愛媛県告示第１８６２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定

により、次のとおり大洲地区内子運動公園事務組合の規約の

変更の届出があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合の事務所の位置を次のとおり変更する。

旧 喜多郡内子町大字内子７８０番地

新 喜多郡内子町内子１５１５番地

２ 規約変更年月日

平成１５年９月１２日
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�愛媛県告示第１８６３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定

により、次のとおり内山衛生事務組合の規約の変更の届出が

あった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合の事務所の位置を次のとおり変更する。

旧 喜多郡内子町大字内子７８０番地

新 喜多郡内子町内子１５１５番地

２ 規約変更年月日

平成１５年９月１２日
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�愛媛県告示第１８６４号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より、次のとおり医療機関を指定した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８６５号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日

に廃止されたので、同項の規定による指定医療機関の指定の
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告 示

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２６１３ 医療法人青 峰 会
医療法人青峰会
チヨダクリニッ
ク

八幡浜市川通り１４
５５－２２

平成
１５．８．６

２６１４ 加 藤 壽 一 加 藤 内 科 八幡浜市産業通６
－２８

平成
１５．９．１

２６１５ 医療法人陽 成 会 広瀬クリニック 今治市拝志３－１ 平成
１５．９．１０

１０６０５
有限会社
アメニティ・ラ
イフ・エイド

飯岡調剤薬局 西条市飯岡字西原
２０１９

平成
１５．８．１

１０６０６ 有限会社大 洲 調 剤 オレンジ薬局
西宇和郡三瓶町大
字朝立２番耕地１
－４５

平成
１５．８．７

１０６０７ 総合メディカル株式会社
そうごう薬局
港町店 八幡浜市４１６－１ 平成

１５．９．１

１０６０８
有限会社
メディカルスタ
イル

さ つ き 薬 局 南宇和郡御荘町平
城３５６２

平成
１５．９．１

１０６０９ 株式会社お ぐ に
お ぐ に 薬 局
砥部店

伊予郡砥部町大南
１９９

平成
１５．９．１

１０６１０ メディカルブレーン株式会社 柿 原 薬 局 宇和島市柿原甲１３
５２－４

平成
１５．９．３

１０６１１ 有限会社たけだ調剤薬局 ひまわり薬局 新居浜市中村松木
一丁目１２－５

平成
１５．９．３
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効力は、同日をもって消滅した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６８号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

２４５７ 医療法人青 峰 会
八幡浜くじらク
リニック

八幡浜市川通り１４
５５－２２

平成
１２．４．１

１８５７ 医療法人久萬田内科医院
医療法人 久萬
田内科医院

北条市土手内５２－
１

平成
１５．７．１４

１０３７３ 有限会社大 洲 調 剤 オレンジ薬局
西宇和郡三瓶町大
字朝立２番耕地８
－２

平成
１５．８．４

１０５６９ 清 水 貴 行 さ つ き 薬 局 南宇和郡御荘町平
城３５６２

平成
１５．８．３１

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００９７１１６ 社会福祉法人長浜町社会福祉協議会
喜多郡長浜町大字長
浜甲４８０番地の３ 美 野 石 吉 児童居宅介護 長浜町指定児童居宅

介護事業所
喜多郡長浜町大字長
浜甲４８０番地の３

平成１５年
９月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１１０１１９ 社会福祉法人光明会 西条市大町７７６番地
２３ 村 上 緑 葉 身体障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ン水の里

西条市大町７７６番地
２３

平成１５年
９月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１２６１３０ 社会福祉法人いしづち会
西条市兎之山字上ノ
向甲３２２番地 西 村 孝 志 知的障害者短

期入所
社会福祉法人いしづ
ち会重信更生園

温泉郡重信町下林甲
２２８０－１

平成１５年
９月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０３５１６ 医療法人社団 酉仁会 松山市中一万町５－１０ 福祉用具貸与 うらや福祉用具貸与セ
ンター

愛媛県松山市中一万町
３番地２２ 平成１５年８月１日

３８７０１０３４９０ 有限会社テイーエムコ
ーポレーション

松山市北土居町４４９－
６

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームすみれ
の園

愛媛県松山市畑寺３丁
目１５－８ 平成１５年８月５日

３８７０２００７１８ 有限会社糸山タクシー 今治市高部甲１５４番地
１ 訪問介護 糸山ケアサービス 愛媛県今治市高部甲１５

４番地１ 平成１５年８月７日

３８７０２００７２６ キングタクシー株式会
社

今治市延喜甲２４０番地
４ 訪問介護 今治介護 愛媛県今治市延喜甲２４

０番地４ 平成１５年８月７日
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�愛媛県告示第１８７０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

３８７０８００２６９ 株式会社 コムスン 東京都港区六本木四丁
目８番５号 訪問介護 株式会社 コムスン

四国中央ケアセンター
愛媛県川之江市上分町
３５８番地１メゾン興陽
１０５号

平成１５年８月７日

３８７０９００２７５ ウマ交通有限会社 伊予三島市中央三丁目
１１番３３号 訪問介護 新町ヘルパーセンター 愛媛県伊予三島市中央

三丁目１１番３３号 平成１５年８月７日

３８７０４００３５９ 新愛商事株式会社 八幡浜市五反田１番耕
地１０５０番地

特定施設入所者
生活介護 ウェルフェア五反田 愛媛県八幡浜市五反田

１番耕地１０６番地 平成１５年８月１１日

３８７０５０１０９９ 有限会社訪問介護サー
ビスほほえみ

新居浜市中村一丁目１０
番２９号 訪問介護 有限会社訪問介護サー

ビスほほえみ
愛媛県新居浜市中村一
丁目１０番２９号 平成１５年８月１２日

３８７０２００７３４ 有限会社ワードアイ 今治市東村五丁目８番
３５号 福祉用具貸与 介護ショップおかげさ

ん
愛媛県今治市東村五丁
目８番３５号 平成１５年８月１３日

３８７１０００３１５ 有限会社 ほほえみ 伊予市大平甲７９番地１ 通所介護 宅老所 ほほえみ 愛媛県伊予市大平甲７９
番地１ 平成１５年８月１４日

３８７０４００３６７ 社会福祉法人 白寿会 松山市天山二丁目５番
５号

訪問リハビリテ
ーション

指定訪問リハビリステ
ーション西安

愛媛県八幡浜市大平１
番耕地８７０番地２ 平成１５年８月１４日

３８７３８００３７３ 有限会社 清水商事 大洲市徳森１５１３－４ 痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム 宇和
ひまわり

愛媛県東宇和郡宇和町
坂戸３３６－１ 平成１５年８月１９日

３８７０６００４７９ 有限会社 みらい館 西条市樋之口３２７番地
の２

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム くれ
ない

愛媛県西条市樋之口３８
０番地の１ 平成１５年８月１９日

３８７０６００４６１ 有限会社 シグマ企画 西条市大町８４１番地６ 福祉用具貸与 サンケアネット 愛媛県西条市大町８４１
番地６ 平成１５年８月１９日

３８７０１０３５０８ 医療法人 創実会 松山市六軒家町３番１９
号 福祉用具貸与 ケアレンタルさわや家 愛媛県松山市六軒家町

３番１９号 平成１５年８月２０日

３８７０６００４８７ 株式会社
クリーンテック 西条市ひうち１８－９ 通所介護 デイサービスセンター

クリーンテック
愛媛県伊予三島市中之
庄町６２１－１ 平成１５年８月２２日

３８１０１１２１２２ 医療法人 愛聖会 松山市南梅本町１１３６番
地の２

通所リハビリテ
ーション 増田整形外科 愛媛県松山市南梅本町

１１３６番地の２ 平成１５年８月２５日

３８７０５０１１０７ 有限会社
アシストジャパン

松山市久米窪田町１１６４
番地３ 訪問介護

アシストジャパン
ヘルパーステーション
東予

愛媛県新居浜市東雲町
二丁目１２番４４号 平成１５年８月２６日

３８７４０００３５３ 社会福祉法人
御荘福祉施設協会

南宇和郡御荘町平城５２
７２

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム
みしょうの里

愛媛県南宇和郡御荘町
平城２０２０ 平成１５年８月２６日

３８７３７００３８３ 医療法人社団
みのり会

西宇和郡三瓶町朝立２
－１－７

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム
まほろば

愛媛県西宇和郡三瓶町
朝立２－１－７ 平成１５年８月２８日

３８７３７００３７５ 医療法人社団
みのり会

西宇和郡三瓶町朝立２
－１－７ 通所介護 デイサービスセンター

まほろば
愛媛県西宇和郡三瓶町
朝立２－１－７ 平成１５年８月２８日

３８７０２００７４２ 姫屋株式会社 今治市南日吉町一丁目
２番２０号 福祉用具貸与 姫屋株式会社 愛媛県今治市南日吉町

一丁目２番２０号 平成１５年８月２８日

３８１１２２８０４２ 医療法人 弘仁会 東予市三津屋南９－１０ 訪問リハビリテーション 共立病院 愛媛県東予市三津屋南
９－１０ 平成１５年８月２８日

３８１１０２８１５２ 医療法人 サマリヤ会 伊予市米湊２６６－１ 通所リハビリテ
ーション 木村脳神経外科 愛媛県伊予市米湊２６６

－１ 平成１５年８月２９日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７１０００３０７ 有限会社 ほほえみ 伊予市大平甲７９番地１ 居宅介護支援 ほほえみ指定居宅介護
支援事業所

愛媛県伊予市大平甲７９
番地１ 平成１５年８月１３日

３８７０８００２７７ 医療法人 雄康会 川之江市金生町下分１４
２３番地 居宅介護支援 在宅支援センター

レオナ
愛媛県川之江市金生町
下分１４２３番地 平成１５年８月１３日
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平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称及び所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業者を廃止した旨の届出があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８１０４１００９６ 医療法人 青峰会 八幡浜市五反田１－１０
４６－１

通所リハ
ビリテー
ション

医療法人
青峰会チヨダ内科
リハビリテーショ
ンクリニック

医療法人
青峰会チヨダクリ
ニック

八幡浜市新川１４５５－
２２

平成１５年
８月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８６０１９０１２７ 医療法人社団 酉仁会 松山市中一万町５－１０ 訪問看護 うらや訪問看護ステ
ーション

愛媛県松山市中一
万町３－１１

愛媛県松山市中一
万町３－２２

平成１５年
８月１日

３８７０３００４４３ 有限会社 アポトライ 宇和島市丸之内３－２
－１ 訪問介護 ラポールヘルパース

テーション
愛媛県宇和島市恵
美須町１丁目１番
３号

愛媛県宇和島市恵
美須町１丁目１番
１号

平成１５年
８月４日

３８７０１０２７０８ 有限会社 若葉 松山市内宮町５５２－１ 訪問介護 若葉訪問介護事業所 愛媛県松山市和気
町二丁目９３５－５

愛媛県松山市内宮
町５５２－１

平成１５年
７月２２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 所 在 地

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

３８７０４００２０１ 医療法人 青峰会 八幡浜市五反田１
－１０４６－１ 通所介護 チヨダデイサー

ビス
ウェル五反田デ
イサービス

愛媛県八幡浜市
新川１４５５－２２

愛媛県八幡浜市
五反田１番耕地
１０６番地

平成１５年
８月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１００８７６ ジェイ・アイセクリデ
ータ株式会社

松山市西石井２－１－
３０ 福祉用具貸与 ジェイ・アイセクリデ

ータ株式会社
愛媛県松山市西石井２
－１－３０ 平成１５年８月４日

３８７０１０１２６２ ダイワ薬品株式会社 松山市問屋町９－２９ 福祉用具貸与 ダイワ薬品株式会社 愛媛県松山市問屋町９
－２９ 平成１５年８月１日

３８１０１２９６３９ 医療法人社団 酉仁会 松山市中一万町５－１０ 福祉用具貸与 浦屋病院 愛媛県松山市中一万町
５番地１０ 平成１５年７月３１日

３８７３４００１１７ 面河村 上浮穴郡面河村渋草２４
３１ 訪問介護 面河村指定訪問介護事

業所
愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２４３１ 平成１５年３月３１日

３８６０５９０８３９ 医療法人
かとうクリニック

新居浜市船木甲２５８２－
２ 訪問看護 訪問看護ステーション

船木
愛媛県新居浜市船木甲
３８３６ 平成１５年８月２０日
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�������
�愛媛県告示第１８７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市高柳土地改良区から認可申請のあった土地

改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１５年９月１６日認可

�愛媛県告示第１８７５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の名称及び所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２７１６ 有限会社 若葉 松山市内宮町５５２－１ 居宅介護
支援

若葉居宅介護支援事
業所

愛媛県松山市和気
町二丁目９３５－５

愛媛県松山市内宮
町５５２－１

平成１５年
７月２２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 所 在 地

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

３８７０４０００３７ 医療法人 青峰会 八幡浜市五反田１
－１０４６－１

居宅介護
支援

チヨダ居宅介護
支援事業所

ウェル五反田居
宅介護支援事業
所

愛媛県八幡浜市
新川１４５５－２２

愛媛県八幡浜市
五反田１番耕地
１０６番地

平成１５年
８月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０２００４３７ 株式会社平野 今治市北宝来町２－２
－２２ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所平

野薬局
愛媛県今治市北宝来町
二丁目２番地２２ 平成１５年８月３０日

３８１０１２８８４７ 医療法人和光会 松山市土橋町３－１ 居宅介護支援 土橋共立病院 愛媛県松山市土橋町３
－１ 平成１５年８月１日

３８７０５００２１６ 新居浜市 新居浜市一宮町１－５
－１ 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業

所新居浜市
愛媛県新居浜市一宮町
１－５－１ 平成１５年８月１日

３８１３５１０１０８ 医療法人高瀬内科胃腸
科

伊予郡松前町出作５３９
－１ 居宅介護支援 高瀬内科胃腸科 愛媛県伊予郡松前町出

作５３９－１ 平成１５年６月３０日

３８７３４００１３３ 面河村 上浮穴郡面河村渋草２４
３１ 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業

所面河村
愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２４３１ 平成１５年３月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１３２１０１６２ 医療法人 良仁会 越智郡大三島町宮浦５３
１８－１

介護療養型医療
施設 大三島中央病院 愛媛県越智郡大三島町

宮浦５３１８ー１ 平成１５年８月２５日

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１５年９月２６日 第１４９５号

９９５



した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、今治市富田地区土地改良区から認可申請のあった土

地改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１５年９月１６日認

可した。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、西宇和郡三瓶町地域に係る県営土地改良事業計

画を変更したので、同条第６項の規定において準用する同法

第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計

画書の写しを縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業、農業用

道路整備事業、農地保全事業・朝立東地区）変更計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成１５年９月２９日から１０月２７日まで

３ 縦覧場所

三瓶町役場

�������
�愛媛県告示第１８８２号
美川村から協議のあった村営土地改良事業（ほ場整備事業

・沢渡地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８

条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

村営土地改良事業（ほ場整備事業・沢渡地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年９月２９日から１０月２７日まで

３ 縦覧場所

美川村役場

�������
�愛媛県告示第１８８３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

伊予郡双海町大字高野川字新田原甲９５０の３、甲９５２の

５、甲９５５の４、甲９５５の５、甲９５６の３、甲９５６の４、

甲９６６の３、甲９６６の４、甲９８２の２、甲９８４の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１８８４号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

東宇和郡野村町大字旭２９の２（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び野村町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１８８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市菅沢町甲９１９番２から

同町乙４２５番７まで

旧 ５．８～７．０ ０．０４２

新 １８．０～２９．０ ０．０４２
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�愛媛県告示第１８８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市菅沢町甲９１９番２から

同町乙４２５番７まで
平成１５年９月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村城川線 東宇和郡城川町大字田穂１０７７番２
旧 １０．０～１０．４ ０．０１９

新 １２．２～１８．０ ０．０１９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村城川線 東宇和郡城川町大字田穂１０７７番２ 平成１５年９月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �淵下波線
宇和島市�淵１００１番１から

同市�淵９８８番１地先まで

旧 ８．６～１８．３ ０．０３３

新 １１．０～２０．５ ０．０３３
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�愛媛県告示第１８９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県地方労働委員会告示第１号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示す

る。

平成１５年９月２６日

愛媛県地方労働委員会

会 長 白 石 喜 �
愛媛県地方労働委員会あっせん員候補者名簿

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �淵下波線 宇和島市�淵４６０番２地先
旧 １２．６～２０．５ ０．０２３

新 １３．６～２０．５ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 奥浦白浦線
北宇和郡吉田町大字奥浦字中浦甲２４３番１地先から

同字甲２４２番４地先まで

旧 ４．０～５．８ ０．０３１

新 ４．０～８．４ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 奥浦白浦線
北宇和郡吉田町大字奥浦字中浦甲２４３番１地先から

同字甲２４２番４地先まで
平成１５年９月２６日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年９月１７日 特定非営利活動法人
あいあいつどいの家 渡 部 美 保 松山市勝岡町１０９８番地２ この法人は、一般地域住民に対して、生活

全般にわたる援助に関する事業及び文化事
業を行い、公益に寄与することを目的とす
る。

地方労働委員会告示
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任 免 辞 令

�公営企業任免辞令
９月５日

愛媛県技術吏員 森 岡 百合子

願により本職を免ずる

９月１６日

木 戸 麻里恵

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

県立北宇和病院勤務を命ずる

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 住 所 委嘱年月日

白 石 喜 � 愛媛県地方労働委員会会長
弁護士 ２６～３６期 松 山 市 平成１５年８月２５日

山 下 泰 史 愛媛県地方労働委員会会長代理
弁護士 ３４～３６期 松 山 市 〃

宇都宮 純 一 愛媛県地方労働委員会委員
愛媛大学法文学部教授 ３５～３６期 松 山 市 〃

川 東 英 子 愛媛県地方労働委員会委員
松山東雲女子大学人文学部教授 ３６期 松 山 市 〃

青 山 保 子 愛媛県地方労働委員会委員
社会保険労務士 ３６期 松 山 市 〃

松 本 修 次
愛媛県地方労働委員会委員
連合愛媛副会長
全国一般労組愛媛地方本部書記長

３０～３６期 松 山 市 〃

河 野 廣 美
愛媛県地方労働委員会委員
連合愛媛会長
宇和島自動車労組特別執行員

３２～３６期 松 山 市 〃

黒 田 米 市
愛媛県地方労働委員会委員
連合愛媛副会長
伊予鉄労組執行委員長

３６期 松 前 町 〃

内 堀 良 雄
愛媛県地方労働委員会委員
連合愛媛副会長
ＵＩゼンセン同盟愛媛県支部長

３６期 松 山 市 〃

木 原 忠 幸
愛媛県地方労働委員会委員
連合愛媛副会長
住友重機労組連合会愛媛地方本部執行委員長

３６期 東 予 市 〃

渡 邉 一 志 愛媛県地方労働委員会委員
今治産業交通（株）代表取締役社長 ３３～３６期 今 治 市 〃

池 内 義 直 愛媛県地方労働委員会委員
南海放送（株）常勤監査役 ３５～３６期 松 山 市 〃

西 村 洋 愛媛県地方労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ３６期 松 山 市 〃

西 川 信 一 愛媛県地方労働委員会委員
住友化学工業（株）愛媛工場総務部長 ３６期 新 居 浜 市 〃

村 上 聖 愛媛県地方労働委員会委員
村上工業（株）取締役副社長 ３６期 大 洲 市 〃

篠 原 功 愛媛県地方労働委員会事務局長 松 前 町 〃

木 原 敏 夫 愛媛県地方労働委員会事務局次長（兼）総務課長 松 山 市 〃

重 見 直 生 愛媛県地方労働委員会事務局調整課長 松 山 市 〃
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